
ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

1

1

事業の目標

1 職員課
女性職員の採
用推進

女性が活躍できる職場
であることをパンフレッ
ト、ホームページ等で
広報し、女性受験者数
の増加を図ります。

女性が活躍できる職場であるこ
とをパンフレット、ホームページ
等で広報し、女性受験者数の増
加を図り、採用者の女性割合を
平成27年度実績である50％で
維持した

順調 順調 順調 達成 達成
目標数値を達成
できたため

前期と同様に取組
を続けていく。

女性が活躍できる職場であるこ
とをパンフレット、ホームページ
等で広報する。

〃 〃

2 職員課
女性管理職の
登用推進

昇任試験受験者の男
女比を、受験対象職員
の男女比と同比率に引
上げます。

管理的地位にある職員に占め
る女性割合を20％に引き上げた

順調 順調 順調 ― 未達成
目標数値に届か
なかったため

前期と同様の取組
を進めていくととも
に、より効果的な
周知方法について
検討していく。

女性管理職の働きぶりや管理
職のやりがいなどを周知するこ
とで、昇任試験に挑戦しようと
する女性職員の意識の醸成を
図る。

〃 〃

3 職員課
女性職員の育
成

女性職員を人事、財
政、企画、議会担当
等、多様なポストに積
極的に配置します。ま
た、女性職員を対象と
する研修を実施すると
ともに外部研修（自治
大学校、市町村アカデ
ミー等）に積極的に派
遣します。

女性職員を人事、財政、企画、
議会担当等、多様なポストに積
極的に配置した。また、女性職
員を対象とする研修を実施する
とともに外部研修（自治大学
校、市町村アカデミー等）に積
極的に派遣した

順調 順調 順調 達成 達成
目標どおり実施
したため

前期と同様に取組
を続けていく。

【登用】政策・方針決定に携わる
部署に女性職員を積極的に配
置する。
【教育訓練】女性職員を自治大
学校、市町村アカデミーなどに
派遣し、他市の職員と交流する
ことでネットワークを築く機会を
提供する。

〃 〃

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

女性割合(数)が平成28年度よりも向
上した

施策の評価(前期)

女性割合(数)が平成28年度よりも向上したため、「達成」と評価できる。

基本方針

施策の方向

施策

さまざまな分野における女性の活躍推進

意思決定過程への積極的な女性の登用推進

市役所組織における女性の登用、能力開発、職域拡大の推進

令和２年度まで

前期評価

達成評価 評価の理由
後期への対応

年度毎の達成評価

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

後期事業計画

Ｒ３ Ｒ５Ｒ４事業No 担当課 事業 事業概要

資料４
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

5 消防総務課
女性隊長候補
者の育成

女性隊長候補者として
育成するため、消防学
校教官・各種消防職員
専科教育等に積極的
に派遣します。

神奈川県消防学校の教官派遣
へ向け、各種消防職員専科教
育等を受講させた

順調 順調 順調 順調 達成

平成29年からの
取組により、本
市で初となる女
性消防隊長を誕
生させたほか、
次の候補者の育
成に向け、各種
の教育や実務経
験等を積ませる
ことができたた
め

令和2年度までの
事業計画を継続さ
せるほか、若手の
女性職員に対し、
将来を見据えた教
育と実務経験を積
ませることに注力
していく。

適材適所での人事配置により、
女性隊長候補者として必要な
現場経験を積ませる。また、各
種教育機関での専門教育に対
し、積極的な研修派遣を行い、
専門的知識と技術を備えた人
材育成に取り組む。
【主要な取組】
女性活躍推進

適材適所での人事配
置により、女性隊長候
補者として必要な現場
経験を積ませる。ま
た、各種教育機関で
の専門教育に対し、積
極的な研修派遣を行
い、専門的知識と技術
を備えた人材育成に
取り組む。
【主要な取組】
警防業務

適材適所での人事配
置により、女性隊長候
補者として必要な現場
経験を積ませる。ま
た、各種教育機関で
の専門教育に対し、積
極的な研修派遣を行
い、専門的知識と技術
を備えた人材育成に
取り組む。
【主要な取組】
救急業務

7 教職員課
女性教職員の
登用促進

多様な経験を積めるよ
う県や国の研修へ積極
的に派遣するなどし、
市立小中学校における
女性教職員の管理職
等への登用を促進しま
す。

平塚市立学校における女性管
理職は平成29年4月1日現在86
人中22人25.6%である｡これを上
回った

順調 順調 順調 順調 達成

令和2年4月1日
現在の割合が、
43.0％と、平成
29年4月1日現在
の割合（25.6%）
を上回ったため

人材育成には長
期展望と継続性が
重要なので、継続
して取り組む。

次世代リーダー育成のため、学
校内でのリーダー的役割分担
を固定化せず様々な経験を積
ませるよう、年1回程度校長に
依頼する。また次期事務連携支
援室長育成のため、学校事務
職員6級、5級を対象に研修を年
1回実施する。

〃 〃

4 消防総務課
女性消防職員
の採用推進

女性消防職員の働き
ぶりや、やりがいなど
を広報等で周知するこ
とで、女性消防職員の
魅力を伝え、受験者及
び採用者の増加を図り
ます。

職員採用セミナー等への参加
や広報活動を積極的に実施し、
女性消防職の受験者及び採用
者の増加を図った

順調 遅滞 順調 達成

消防総務課6

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで

女性消防職員
のための職場
環境整備

年度毎の達成評価 前期評価

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

後期事業計画

順調順調順調
整備した女性職員の職場環境
(個室仮眠室、洗面所、トイレ
等）を最適に維持管理した

女性消防職員の職場
環境が最適となるよ
う、仮眠室の個室化、
洗面所、トイレ等の整
備を図ります。

達成評価 評価の理由

・現有する女性専用施
設に、順次洗濯・乾燥
機を整備するととも
に、適正な維持管理を
継続していく（旭）。

・現有する女性専用施
設に、順次洗濯・乾燥
機を整備するととも
に、適正な維持管理を
継続していく（海岸・金
目）。

・女性職員の職場環境の向上と
感染症対策等の観点から、大
野及び神田出張所の女性専用
室に、新たに女性専用洗濯・乾
燥機置場を整備する。
・令和3年5月竣工予定の消防
署本署に、女性専用室を整備
し、仮眠室、シャワー室、トイ
レ、洗濯・乾燥機を設け、女性
職員が働きやすい職場環境を
整備する。

令和3年度に開所
する消防署本署新
庁舎における女性
専用施設を適正に
維持管理するとと
もに、当該庁舎が
本市消防施設の
モデルとして、他
の出張所において
も女性職員が職務
に専念できるより
良い職場環境の
整備に注力してい
く。

計画どおり事業
が完了したため

達成順調

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

達成

H29年度からR2
年度までの4年
間で女性消防職
員を3人採用で
きたため

令和3年度中の消
防署本署新庁舎
の竣工により、女
性が安心して当直
勤務を行うことが
できる環境が整備
される。これによ
り、本施設を全面
に広報するととも
に、庁舎見学を開
催するなど、女性
活躍推進への取
組をPRし、更なる
女性消防職員の
受験者及び採用
者の増加を図る。

・女性を対象としたＷＥＢによる
職員採用セミナーの開催（女性
消防職員による広報）
・庁内ポスター、パンフレット及
びＨＰでの女性職員活躍等の
広報
・大学等への採用説明会の参
加
・総務省消防庁及び県が実施
する女性活躍推進事業への積
極的な参加

〃 〃

後期への対応
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

1

2

事業の目標

8.1 行政総務課
市審議会等へ
の女性委員の
登用推進

審議会等の所管課に、
「附属機関及び懇話会
等に関する指針」を徹
底させます。

附属機関及び懇話会等の設置
状況及び委員等選出状況につ
いて、年度当初に全課に対して
照会を行う中で、「附属機関及
び懇話会等に関する指針」を遵
守するよう意識啓発をし、女性
委員の割合が前年度よりも増
加した

達成 達成 遅滞 遅滞 未達成

事業を実施して
女性割合は増加
しているが、事
業を評価するた
めの基準（女性
割合35％）には
達していないた
め

引き続き「附属機
関及び懇話会等
に関する指針」を
遵守するよう意識
啓発を図るととも
に、多くの委員を
推薦いただいてい
る団体の実態を把
握する。

・行政委員会、附属機関及び懇
話会等の設置状況及び委員等
選出状況についての照会をす
る際などに「附属機関及び懇話
会等に関する指針」を遵守する
よう意識啓発を行う。
・多くの委員を推薦していただ
いている団体の実態を把握す
る。

〃 〃

8.2 各課
市審議会等へ
の女性委員の
登用推進

「附属機関及び懇話会
等に関する指針」を遵
守します。

市審議会等の女性割合　35％ 遅滞 遅滞 遅滞 遅滞 未達成

女性割合が微増
したものの、目
標の35％には乖
離しているため

全課事業の目標
達成への意識を持
ち、「未達成」の課
は計画を見直すな
ど改善を図り実施
する。他市町村の
取組などを調査
し、実施できない
か検討する。

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

〃 〃

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで

後期事業計画

施策

施策の方向

基本方針
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

市審議会等の女性割合　35％ 市審議会等の女性割合35％を超えなかったため、「未達成」と評価できる。

さまざまな分野における女性の活躍推進

市審議会等への女性参画の推進

意思決定過程への積極的な女性の登用推進

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

事業No 担当課 達成評価 評価の理由Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｒ２

年度毎の達成評価 前期評価 後期事業計画

事業

遅滞

管理会議の運営と各課の事業
計画の進捗管理を通して、全庁
的に意識啓発をした。女性委員
が40％に満たない審議会等及
び女性委員のいない審議会等
の原因究明と解消に向け検討
した

女性委員の割合が
40％に満たない審議会
等及び女性委員のい
ない審議会等につい
て、原因究明と解消に
向けて取り組みます。

市審議会等へ
の女性委員の
登用推進

人権・男女
共同参画課
行政総務課

8.3

引き続き、ヒアリン
グにより原因の分
析と解消に向けて
検討する。また、
多くの委員を推薦
していただいてい
る団体の構成員や
委員の選出方法
など実態を把握す
るとともに、当事業
への協力を改めて
依頼する。
前期は課単位で
目標や事業計画
等を作成していた
が、複数の附属機
関を持っている課
では評価や課題
分析等がしづらい
ため、後期から附
属機関毎に目標
や事業計画等を作
成し、進捗状況を
管理する。

〃〃

・各課に対しては、委員の改選
がある審議会等に個別面談等
を実施し、女性委員が増えるよ
うに促す。
・多くの委員を推薦していただ
いている団体の実態を把握す
るとともに、協力を依頼する。
・課題を管理会議で検討する。

管理会議や推進
会議を通じて全
庁的な意識啓発
及び検討ができ
ており、ヒアリン
グの実施と原因
究明に向けた分
析が検討できた
ため

達成順調順調順調
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

1

3

事業の目標

9 中央公民館
公民館運営委
員の女性委員
の登用促進

公民館運営委員の女
性登用促進について、
公民館運営委員推薦
会に働きかけます。

現状の女性割合よりも数値が
向上した

順調 順調 順調 順調 達成

女性運営委員の
割合が前年度よ
りも増加したた
め

さまざまな場で女
性参画促進の周
知を行うことで、女
性運営委員の割
合を高い水準で維
持する。

公民館運営委員推薦会におい
て、附属機関及び懇話会等に
関する指針を確認し、女性の登
用を促進する。

〃 〃

10 社会教育課

平塚市ＰＴＡ連
絡協議会の女
性役員の登用
促進

平塚市ＰＴＡ連絡協議
会の役員選出につい
て、女性登用促進を働
きかけます。

本部役員（全13名）・各小中学
校ＰＴＡの役員（各校4名程度×
43校）いずれにおいても男女比
率に不適切な偏りが無い数値と
なった

順調 順調 順調 順調 達成

各小中学校ＰＴ
Ａの役員におけ
る男女比率に不
適切な偏りが出
なかったため

引き続き、役員登
用に当たっては男
女の別なく各校の
実情に沿った人事
がなされているか
把握する。

・平塚市PTA連絡協議会総会に
おける役員名簿の確認をする。
・各小中学校PTAに対する会
長・副会長の状況調査を実施す
る。

〃 〃

11 協働推進課
地域づくりにお
ける女性の視
点の活用促進

平塚市自治会連絡協
議会の定例役員会等
において、地域づくりに
おける女性視点の重
要性を周知します。

平自連定例役員会の場や自治
会長ハンドブック、意識啓発チラ
シを活用し、地域づくりにおける
女性視点の重要性を周知した

順調 遅滞 遅滞 遅滞 未達成

自治会長ハンド
ブックの配布に
よる啓発はでき
たが、それ以外
のチラシの配布
があまりできな
かったため

ハンドブックの配
布の他、総会や研
修会、定例役員会
の際にチラシを配
布し啓発すること
で、地域づくりにお
ける女性視点の重
要性を周知する。

平自連定例役員会等や自治会
長ハンドブックの活用による啓
発

〃 〃

後期事業計画

令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

地域組織役員への女性参画の促進

意思決定過程への積極的な女性の登用推進

さまざまな分野における女性の活躍推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

女性割合が平成28年度よりも向上し
た

女性割合が平成28年度よりも向上したため、「達成」と評価できる。

事業No 担当課 事業 事業概要

基本方針

施策の方向

施策
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

2

4

事業の目標

12 人権・男女
共同参画課

男女共同参画
推進登録団体
と協働で行う意
識啓発

男女共同参画推進登
録団体と共催で市民向
けの啓発事業を実施し
ます。

男女共同参画推進登録団体と
の共催事業の参加者が増加し
た

順調 順調 順調 達成 達成
参加者が増加し
たため

新型コロナウイル
ス感染症の広範
かつ長期にわたる
影響や「新たな日
常」の構築を十分
に踏まえつつ、引
き続き、団体へ事
業実施を働きかけ
る。

1つ以上の団体と共催事業を実
施できるよう、団体へ働きかけ
る。

〃 〃

13 各課
地域への意識
啓発

「みんなのまち情報宅
配便」等で各課職員が
地域で説明する際、本
市の男女共同参画の
状況の資料を配布する
等して、意識啓発をし
ます。

「みんなのまち情報宅配便」等
で、本市の男女共同参画の状
況の資料を配布等した

順調 順調 順調 順調 達成

あらゆる機会に
意識啓発のため
のチラシを配布
できているため

新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴
う社会情勢の変化
を踏まえ、継続し
てあらゆる機会に
チラシを配布す
る。

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

〃 〃

14 中央公民館

人権及び男女
共同参画に関
する講座の開
催

男女平等や人権尊重
について学習できる講
座等を公民館事業とし
て地区公民館で開催し
ます。

男女共同参画の視点で実施し
た事業の参加者が増加した

順調 順調 順調 遅滞 達成

令和2年度は事
業を実施できな
かったが、令和
元年度までは計
画通り実施して
いたため

公民館事業におい
て、男女共同参画
について学習でき
る内容を取り入れ
た事業を実施す
る。

中央公民館の市民大学講座、
市民アカデミー、地区公民館の
家庭教育学級等において、男
女共同参画に関する講座を開
催する。

〃 〃

施策の評価(前期)

男女共同参画の視点で実施した事
業の参加者が、平成28年度よりも増
加した

男女共同参画の視点で実施した事業の参加者が、平成28年度よりも増加した
ため、「達成」と評価できる。

施策

施策の方向

基本方針

男女の地域社会参画の支援

地域社会における男女共同参画の促進

さまざまな分野における女性の活躍推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５Ｒ２ 達成評価 評価の理由

後期事業計画

事業No 担当課 事業

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

2

5

事業の目標

15 災害対策課
女性防災リー
ダーの育成

災害に備える知識や技
術を学ぶ女性コミュニ
ティ講座を開催し、女
性防災リーダーを育成
します。また、その女性
防災リーダーが防災知
識の普及啓発を推進
する講師となることで、
地域防災における女性
参画の促進を図りま
す。

女性防災コミュニティ講座を開
催し、女性防災リーダーが増え
た

達成 順調 順調 達成 達成

災害に備える知
識や技術を女性
防災活動団体か
ら教わることで、
地域防災におけ
る女性参画の重
要性を伝えるこ
とができたため

継続して女性防災
活動団体と共催で
女性防災コミュニ
ティ講座を開催す
る。

女性防災活動団体と共催で女
性防災コミュニティ講座の開催

〃 〃

16 災害対策課
防災に関する
男女共同参画
意識の醸成

被災時において、男女
のニーズの違いを踏ま
えた男女双方の視点
や男女双方がリーダー
としての参画に十分配
慮できるよう、日頃から
機会を捉えて啓発しま
す。

防災訓練を通じて、防災に関す
る男女共同参画意識の醸成を
図った

達成 順調 順調 順調 達成
防災訓練時に啓
発が実施できて
いるため

各種防災訓練にお
いて継続して男女
共同参画の啓発を
実施する。

各種防災訓練で男女共同参画
の啓発

〃 〃

年度毎の達成評価 前期評価 後期事業計画

施策

施策の方向

基本方針

女性の参画者数が平成28年度より
も増加した

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

施策の評価(前期)

女性の参画者数が平成28年度よりも増加したため、「達成」と評価できる。
防災分野における女性参画の推進

地域社会における男女共同参画の促進

さまざまな分野における女性の活躍推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

3

6

事業の目標

17 保育課
子育て支援
サービスの充
実

全ての労働者のワー
ク・ライフ・バランスの
実現のため、平塚市子
ども・子育て支援事業
計画に基づき、保育
サービス、ファミリー・
サポート事業、病児・病
後児保育の充実を図り
ます。

希望する子育て支援サービスを
市民へ提供した

順調 順調 順調 順調 達成

保育所等の入所
定員数の増加や
各事業の実施に
より、子育て支
援サービスを各
種提供したため

引き続き、事業を
実施する。

・保育所等への入所
・延長保育
・一時預かり
・ファミリー・サポート事業
・病児・病後児保育

〃 〃

18 こども家庭
課

放課後等デイ
サービスの実
施

就学期の障がいのある
子どもを対象に放課後
等の支援をするととも
に、保護者支援の充実
を図ります。

障がいのある就学期の子ども
の健全な育成を図る支援を行っ
た

達成 順調 順調 順調 達成
毎年度実施でき
たため

引き続き、対象の
保護者に事業の
周知を行い、適切
な利用を進めてい
く。

こども家庭課や相談支援事業
所において、事業の周知を行
い、適切な利用を進める。

〃 〃

19 青少年課
放課後児童クラ
ブの充実・推進

保護者が就労等により
昼間家庭にいない児童
の健全育成のため、平
塚市子ども・子育て支
援事業計画に基づき、
放課後児童クラブの充
実・推進を図ります。

平塚市子ども・子育て支援事業
計画に基づき、利用ニーズに注
視しながら学童保育の充実を
図った

達成 順調 順調 順調 達成

利用ニーズを注
視し、受け入れ
児童数の拡充と
余裕教室への移
設を進めること
ができたため

放課後児童クラブ
の利用状況や小
学校の児童数を注
視し、利用者数の
増加が見込まれる
地区の既存クラブ
の分割や小学校
の余裕教室への
移設に取り組んで
いく。

クラブの利用状況や小学校の
児童数を注視し、利用者数の増
加が見込まれる地区の既存ク
ラブの分割や小学校の余裕教
室を放課後児童クラブとして利
用することにより、受け入れ児
童数の拡充を図る。

〃 〃

20 地域包括ケ
ア推進課

認知症理解の
ための普及啓
発

認知症になっても安心
して暮らせるよう、正し
い知識を普及させると
ともに、認知症の方や
家族を支援するサービ
スを提供します。

・認知症ケアパスを普及した
・認知症サポーター養成講座を
開催した
・認知症教室を開催した

達成 順調 順調 順調 達成

令和元年と2年
は、新型コロナ
ウィルス蔓延防
止のため、一部
計画通り進める
ことができなかっ
たが、中止と
なった事業以外
は目標にあげた
事業を当課及び
各圏域ごとに開
催できているた
め

継続して当課及び
各圏域ごとに事業
を開催する。

・認知症ケアパスを公共機関で
の配架、相談時に活用
・認知症サポーター養成講座を
開催する。
・各地域包括支援センターでの
認知症予防教室の開催

〃 〃

育児、介護などを社会的に支える環境づくり

職業生活における女性の活躍推進

さまざまな分野における女性の活躍推進

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

事業整備が平成28年度より進んだ
／教室等の参加者が平成28年度よ
りも増加した

事業整備が平成28年度より進み、教室等の参加者が平成28年度よりも増加し
たため、「達成」と評価できる。

施策

施策の方向

基本方針

後期事業計画

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

21 地域包括ケ
ア推進課

家族介護教室
の開催

介護負担が軽減できる
よう、介護に関する適
切な知識及び技術が
取得できる家族介護教
室を開催します。

介護に関する適切な技術を習
得するとともに、介護者同士の
交流・情報交換ができ心身とも
にリフレッシュすることができる
教室を開催した

順調 順調 順調 順調 達成

令和元年と2年
は、新型コロナ
ウィルスまん延
防止のため、一
部計画通り進め
ることができな
かったが、中止
となった事業以
外は目標どおり
開催できている
ため

引き続き計画どお
り実施する。

家族介護教室の開催
（年6回）

〃 〃

介護保険課
平塚市高齢者福祉計画（介護
保険事業計画[第7期]）に基づき
介護サービスの充実を図った

順調 順調 順調 遅滞 達成

介護離職の防止
に向け、概ね介
護サービスの充
実を図ることが
できたため

引き続き、平塚市
高齢者福祉計画
（介護保険事業計
画[第８期]に基づ
き介護サービスの
充実を図る。

平塚市高齢者福祉計画（介護
保険事業計画［第8期］）に基づ
き介護サービスの充実を図る。

〃 〃

高齢福祉課
平塚市高齢者福祉計画（介護
保険事業計画[第7期]）に基づき
介護サービスの充実を図った

順調 順調 順調 遅滞 未達成

整備事業選定の
公募不調等によ
り、第７期計画で
当初予定してい
た整備が遅れて
いるため

第７期計画の整備
目標達成に向け、
整備事業者と連携
を図りながら、特
養整備を進めてい
く。また、第８期計
画の整備目標達
成に向け、既存特
養の増床を進めて
いく。

平塚市高齢者福祉計画（介護
保険事業計画[第8期]）に基づ
き施設整備等進めることによ
り、介護サービスの充実を図
る。

〃 〃

22 介護サービス
の充実

高齢の家族が介護を
要する状態になって
も、介護離職等をせず
活躍し続けるために、
高齢者も介護者も安心
して暮らし続けられるよ
う、平塚市高齢者福祉
計画（介護保険事業計
画）に基づき、在宅医
療や介護サービスの充
実を図ります。

年度毎の達成評価 前期評価

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２
後期への対応

後期事業計画

達成評価 評価の理由 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

1

3

7

事業の目標

23 産業振興課
市内事業所に
おける啓発等

平塚市工業会連合会
等の会議等の機会を
活用して、女性の能力
発揮のための取組の
促進を図ります。また、
機関紙「勤労ひらつか」
及びホームページ等を
通じて、女性活躍推進
に関する情報を随時周
知し、啓発します。

情報誌「勤労ひらつか」等で、能
力発揮のための情報を提供し、
啓発した

順調 順調 順調 順調 達成
予定どおりの情
報提供を実施で
きたため

引き続き、男女共
同参画やイクボス
等の情報提供を行
うとともに啓発に
努める。

平塚市工業会連合会の会議等
や「勤労ひらつか」により女性活
躍推進等に関する情報を発信
する。
※令和3年4月から「勤労ひらつ
か」を紙媒体による配布を廃止
しＷＥＢで情報発信する。

平塚市工業会連合会
の会議等や「勤労ひら
つか」により女性活躍
推進等に関する情報
を発信する。

〃

25 商業観光課
商業経営セミ
ナーの開催

商店主等を対象に能
力の発揮や女性目線
によるイベント提案、商
品PR方法等をテーマと
したセミナーを開催しま
す。

能力発揮や女性目線を生かし
た販売手法等を理解した商業
者が増えた

達成 順調 順調 順調 達成

アンケート回答
者の全員がセミ
ナーの内容を
「理解できた」も
しくは「だいたい
理解できた」と回
答したため

女性の能力発揮
や女性目線を生か
した販売手法等の
理解を目的にセミ
ナーを開催する。

商店主等を対象としたセミナー
の開催

前年度実績等を考慮
し、セミナーの開催方
法等を検討する。

〃

施策の評価(前期)

能力発揮の支援(セミナーの受講等)
を受けた女性が、平成28年度よりも
増加した

能力発揮の支援(セミナーの受講等)を受けた女性が、平成28年度よりも増加し
たため、「達成」と評価できる。

基本方針 さまざまな分野における女性の活躍推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

後期事業計画

〃達成 順調

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９

女性起業家の育
成において、一
定の成果があっ
たと考えるため

24 産業振興課

施策

起業家育成のためのセミナーを
開催し、同セミナーで女性コー
ス等を設ける。

施策の方向

Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

女性起業家の掘り
起こしや育成は継
続する必要がある
が、年齢や性別に
応じた事業を実施
するのではなく、
個々の事業内容
に応じた支援の充
実を図るべきと考
える。

順調

職業生活における女性の能力発揮のための支援

職業生活における女性の活躍推進

順調 達成 〃
起業家支援事
業の実施

女性コース等を設けた
各種セミナーを開催
し、起業に関する情報
の提供や事業計画の
評価をするとともに、融
資制度における「新創
業支援資金」及び付随
する補助金制度、その
他経営相談について実
施します。また、創業
前後の様々な課題解
決を支援するため、専
門家を派遣します。

女性コース等を設けた起業家育
成のためのセミナーを開催した
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

4

8

事業の目標

27 職員課

ワーク・ライフ・
バランス（仕事
と生活の調和）
の推進

ワーク・ライフ・バランス
及びポジティブ・オフを
研修等で啓発し、推進
します。また、休暇取
得予定の早期周知に
よる、年次有給休暇、
夏季休暇の取得を促
進します。

ワーク・ライフ・バランス推進に
資するよう、各種両立支援制度
の周知を行うとともに職員の意
識改革に関する研修を実施した

順調 順調 順調 順調 達成
目標どおり実施
したため

前期と同様の取組
を進めていくととも
に、より効果的な
周知方法について
検討していく。

「子育て読本」「ひとづくり」をは
じめ様々な機会を通じ、育児・
介護制度等について周知する。

〃 〃

28 職員課
長時間勤務の
改善

時間外勤務の縮減に
向けた新たな制度を導
入し、職員への周知を
図ります。

時間外勤務の縮減に向けた制
度の周知・徹底を図った

順調 順調 順調 達成 達成
目標どおり実施
したため

前期と同様の取組
を進めていくととも
に、より効果的な
周知方法について
検討していく。

あらゆる機会を捉えてノー残業
デーの周知、徹底に努めるとと
もに、総残業時間を減らすよう
努める。

〃 〃

仕事と生活の両立ができる職場環境の構築

市の率先行動

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

市役所における男性職員の育児休
業取得率が13％のほか、特定事業
主行動計画の数値目標が達成され
た

―

後期事業計画年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

〃〃
男性職員の育児休業取得を促
進するため、制度を周知する。

順調順調順調

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

各種両立支援制度に
関する情報をハンド
ブック等にまとめ周知
をするなど、休暇等の
取得を促進します。ま
た、研修等を通じ育児・
介護休業等の制度理
解を深めることにより、
育児・介護休業等の取
得者が円滑に職場復
帰できるよう、休業中
の連絡体制の確保等
の必要な支援をしま
す。

施策

施策の方向

基本方針

職員課26
仕事と家庭の
両立支援の取
組

前期と同様の取組
を進めていくととも
に、より効果的な
周知方法について
検討していく。

数値未確定――
市役所における男性職員の育
児休業取得率を13％に引き上
げた
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

4

9

事業の目標

29 人権・男女
共同参画課

イクボス養成と
拡大

部下のマネジメントを
担う担当長以上の職員
にイクボス宣言の働き
かけをするとともに、職
員に向けた研修の開
催と、イクボスのため
の情報提供をします。
また、その取組を市内
の事業所に向けて発
信してイクボスの拡大
を図ります。

市役所における担当長以上の
イクボスの割合が100％となった

順調 順調 遅滞 順調 未達成
イクボスの割合
が100%に達して
いないため

引き続き、研修や
庁内情報紙などを
通して宣言の促し
を行う。

・年度当初に、昇格した部課長
や異動した担当長相当以上の
職員にイクボス宣言を促す。
・新任担当長及び未受講管理
職にイクボス研修を実施し、イク
ボス養成及びイクボス宣言を促
す。

〃 〃

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

年度毎の達成評価 前期評価 後期事業計画

施策の評価(前期)

市役所における担当長以上のイク
ボスの割合100％

市役所における担当長以上のイクボスの割合100％を超えなかったため、「未
達成」と評価できる。

施策

施策の方向

基本方針

事業No 担当課

市役所におけるイクボスの推進

市の率先行動

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

事業 事業概要 令和２年度まで

令和２年度まで
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

5

10

事業の目標

30 中央公民館
子育て力推進
講座の開催

男性の育児参加促進
のため、親子を対象と
した講座を地区公民館
で開催します。

講座等参加者の男性の育児参
加意識が向上した

順調 順調 順調 順調 達成

受講アンケート
により育児参加
の意識が向上し
たとの声があっ
たため

引き続き、公民館
事業において育児
参加のきっかけと
なる事業を実施す
る。

中央公民館の市民大学講座、
市民アカデミー、地区公民館の
家庭教育学級等において、男
性の育児参加に関する講座を
開催する。

〃 〃

31 中央公民館
男性の生活自
立促進講座の
開催

男性の生活自立を促
進するため、料理教室
などの講座を地区公民
館で開催します。

講座等参加者の男性の家事参
加意識が向上した

達成 順調 順調 順調 達成

受講アンケート
により家事参加
の意識が向上し
たとの声があっ
たため

引き続き、男性の
生活自立を促進す
るため、料理教室
など、家事参加事
業を実施する。

中央公民館の市民大学講座、
市民アカデミー、地区公民館の
家庭教育学級等において、男
性の家事参加に関する講座を
開催する。

〃 〃

32 健康課
父親のための
育児支援事業
の実施

母親父親教室の開催
や父子手帳等のリーフ
レットを配布して、父親
の子育てへの参画を促
進します

母親父親教室の参加者数の増
加
母子健康手帳発行時の全数面
接

達成 順調 順調 順調 達成

母親父親教室の
参加者数が増加
し、母子健康手
帳発行時に全数
面接が実施でき
たため

講座受講アンケー
トを実施し、意識
の変化を把握する
とともに、時代に応
じた父親支援を実
施していく。

①母子健康手帳発行時に面接
し、父子手帳について説明し配
布する。また、母親父親教室へ
の参加を促す。
②母親父親教室にて父親の育
児参加について伝える。
※4月から9月までは新型コロナ
ワクチン集団接種のため教室
は中止する。この間は個別対応
とする。

①母子健康手帳発行
時に面接し、父子手帳
について説明し配布
する。また、母親父親
教室への参加を促
す。
②母親父親教室にて
父親の育児参加につ
いて伝える。

〃

講座等に参加して、家事参加意識が向上した男性が増加したため、「達成」と
評価できる。

後期事業計画

男性の家事、育児、介護参画の意識づくり

男性の家事、育児、介護への参加の促進

年度毎の達成評価 前期評価

事業No 担当課

講座等に参加して、家事参加意識
が向上した男性が増加した

施策

施策の方向

基本方針 ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

5

11

事業の目標

33 産業振興課

男女問わず働
きやすい環境
づくりをテーマ
にした講演会の
開催

ワーク・ライフ・バランス
に取り組む企業への支
援として、労働セミナー
を開催します。

働きやすい環境づくり等に係る
情報を提供する労働セミナーを
開催した

順調 順調 順調 遅滞 達成

セミナーやチラ
シ等の配布によ
り働きやすい環
境づくり等に係
る情報提供を実
施したため

今後も引き続き、
労働セミナーや
ホームページ、チ
ラシ等を活用し、
男女を問わず働き
やすい環境づくり
等に係る情報を広
く提供していく。

労働セミナーを開催し、ワーク・
ライフ・バランス等に係る情報を
提供する。

〃 〃

34 各課

各課事業にお
ける男性に対
する働き方見
直しの視点の
促進

市役所職員に対して、
ワーク・ライフ・バランス
（仕事と生活の調和）
の推進や働き方の見
直しの重要性を理解
し、各課事業の中で、
男性や働く世代を対象
とした事業が、男女共
同参画や働き方の見
直し意識を啓発する機
会も担えるよう、意識と
視点について啓発しま
す。

男性や働く世代を対象とした事
業で、男女共同参画や働き方の
見直し意識を啓発した

順調 順調 順調 順調 達成
意識啓発のため
のチラシを配布
できているため

新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴
う社会情勢の変化
を踏まえ、継続し
て事業を実施す
る。

該当する課がそれぞれ目標達
成に向けて事業を実施する。

〃 〃

35 人権・男女
共同参画課

男性が参加す
るイベントでの
啓発

男性自らが意識改革で
きるよう、市のイベント
やスポーツ観戦などの
場で、リーフレットを配
布するなどし、意識啓
発をします。

リーフレットを働く男性に配布し
た

順調 順調 順調 達成 達成

参加する働く男
性に対して、リー
フレットを配布で
きたため

引き続き、配布で
きる機会を見つけ
て配布していく。

リーフレットを配布する。 〃 〃

男性自らの働き方の見直し

男性の家事、育児、介護への参加の促進

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

セミナーに参加するなどして、働き方
を見直す意識が芽生えた男性が増
加した

セミナーに参加するなどして、働き方を見直す意識が芽生えた男性が増加した
ため、「達成」と評価できる。

施策

施策の方向

基本方針

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

後期事業計画
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

6

12

事業の目標

36 人権・男女
共同参画課

事業所向けイク
ボス認定制度
の創設

事業所がワーク・ライ
フ・バランスを推進し、
経営者も労働者も満足
する新しい働き方へ改
革するためのきっかけ
となるようイクボス宣言
をし、新しい働き方を推
進していく事業所を認
定する制度を作りま
す。

イクボス宣言企業登録制度に登
録した事業所数　43社

順調 達成 達成 達成 達成
登録事業所数の
目標（43社）に達
したため

イクボス宣言を前
向きに考えている
事業所への個別
アプローチや未宣
言企業に向けた講
演会などを通して
引き続き周知し、
登録企業の増加を
図る。

登録した事業所数　累計　45社
登録した事業所数　累
計　47社

登録した事業所数　累
計　48社

37 契約検査課
総合評価入札
制度の検討

女性の活躍やワーク・
ライフ・バランスを推進
する事業所を、入札制
度において優遇する取
組について検討しま
す。

総合評価入札制度におけるイク
ボス推進に資する仕組みを継
続実施した

達成 達成 達成 達成 達成
計画どおり継続
して実施できた
ため

総合評価入札制
度におけるイクボ
ス推進に資する仕
組みを継続実施す
る。

総合評価入札制度におけるイク
ボス推進に資する仕組みを継
続実施する。

〃 〃

38 産業振興課
市内事業所へ
の啓発等

平塚市工業会連合会
等の会議等の機会を
活用して、働き方改革
に向けた取組の促進を
図ります。また、機関紙
「勤労ひらつか」及び
ホームページ等を通じ
て、イクボスに関する
情報を随時周知し、啓
発します。

イクボス等に関する情報を事業
所へ提供するとともに、働きや
すい環境づくりに取り組む事業
所へのインセンティブを設けた

順調 順調 順調 順調 達成

企業立地促進補
助金にイクボス
宣言を実施して
いる場合などに
インセンティブを
設けるとともに
様々な機会を捉
えてイクボス等
に関する情報の
周知に努めたた
め

今後も企業立地促
進補助金にイクボ
ス宣言を実施して
いる場合などのイ
ンセンティブを継
続するほか、「勤
労ひらつか」や平
塚市工業会連合
会等の機会を捉え
情報提供していく。

情報誌「勤労ひらつか」や平塚
市工業会連合会等の会議等の
機会を活用してイクボス等に関
する情報を提供するとともに、
企業立地促進事業において、
働きやすい環境づくりに取り組
む企業へのインセンティブを設
ける。
※令和3年4月から「勤労ひらつ
か」を紙媒体による配布を廃止
しＷＥＢで情報発信する。

情報誌「勤労ひらつ
か」や平塚市工業会
連合会等の会議等の
機会を活用してイクボ
ス等に関する情報を
提供するとともに、企
業立地促進事業にお
いて、働きやすい環境
づくりに取り組む企業
へのインセンティブを
設ける。

〃

施策

施策の方向

基本方針
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

後期事業計画

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

年度毎の達成評価 前期評価

事業所におけるイクボスの推進

事業所の実施する働き方改革への支援

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進

事業所へのイクボスの働きかけを実施し、平成28年度よりもイクボス登録企業
が増加したため、「達成」と評価できる。

事業所へのイクボスの働きかけを実
施し、平成28年度よりもイクボス登
録企業が増加した
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

2

6

13

事業の目標

産業振興課
平塚市工業会連合会等の会議
等で、ワーク・ライフ・バランスの
情報を提供した

順調 順調 順調 順調 達成

平塚市工業会連
合会の会議等の
機会を捉え、イ
クボス宣言や「く
るみん」、「ユー
スエール」等の
情報提供を実施
したため

引き続き、平塚市
工業会連合会等
の機会を捉え、
ワーク・ライフ・バ
ランスの情報を提
供していく。

平塚市工業会連合会等の会議
等の機会を活用してワーク・ラ
イフ・バランス等に関する情報を
提供する。

〃 〃

40 人権・男女
共同参画課

女性活躍推進
協議会による
事業所の取組
促進のありかた
協議

事業所と行政、市民が
当事者として一体とな
り、どのようにしたら働
き方改革が進み、ワー
ク・ライフ・バランスが
推進されるか、取組を
協議します。

ひらつか男女共同参画推進協
議会で女性活躍推進のための
協議が行えるよう、委員構成や
協議内容などを検討しつつ、協
議会では取組についての具体
的な協議をした

順調 順調 順調 順調 達成

協議会のなかで
女性活躍推進に
係る取組につい
て具体的な協議
ができたため

引き続き、取組に
ついての具体的な
協議をしていく。

・年4回の協議会において、実
効性のある支援策について協
議する。

・年4回の協議会にお
いて、実効性のある支
援策について協議す
る。
・次期協議会委員のメ
ンバー構成について
検討する。

・年4回の協議会にお
いて、実効性のある支
援策について協議す
る。

基本方針

女性活躍推進のための協議

事業所の実施する働き方改革への支援

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

事業所に対して実効性のある支援
策につながる協議を行った

事業所に対して実効性のある支援策につながる協議を行ったため、「達成」と
評価できる。

後期事業計画

事業No 担当課 事業 Ｈ２９ Ｈ３０

施策

施策の方向

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価

事業概要 令和２年度まで Ｒ１ Ｒ２ 達成評価

前期評価

後期への対応

平塚市工業会連合会
等の会議等の機会を
活用して、女性活躍推
進のための情報交換
の場づくりを進めます。

39 情報交換の場
づくりの促進

評価の理由

順調順調順調

経済団体等の会議等を通して、
事業所の状況把握、取組を阻
む要因を探るために、意見を聴
取した

〃

・イクボス登録企業交
流会を開催する。事業
所側の状況について、
前年度より進んだこ
と、取り組むに当たっ
て難しいことなどの情
報をもらう。難しいとさ
れた部分について、行
政ができる支援につい
ての検討をする。

・イクボス登録企業交流会を開
催する。事業所側の状況につ
いて、前年度より進んだこと、取
り組むに当たって難しいことな
どの情報をもらう。難しいとされ
た部分について、行政ができる
支援についての検討をする。
・R1年度の意見交換会での意
見「イクボス企業への情報提
供」について、実現の可否も含
めて検討する。

・引き続き、対面に
よる開催に限定せ
ずアンケート等の
実施によりイクボ
ス宣言企業間の
情報共有・意見交
換の場を設けるこ
とができるよう検
討する。
・「イクボス宣言企
業への情報提供」
について、メール
等での実施を検討
する。

アンケートや意
見交換会等の実
施により事業所
の状況把握、取
組を阻む要因を
探る意見を聴取
することができ
たため

達成順調
人権・男女
共同参画課
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

7

14

事業の目標

41 人権・男女
共同参画課

女性のための
相談窓口での
ＤＶ被害者から
の相談対応

市役所内外の関係機
関と連携を取り、専任
の女性相談員がＤＶ被
害者の立場に立って相
談に対応します。

市役所内外の関係機関と連携
を取り、専任の女性相談員がＤ
Ｖ被害者の立場に立って相談に
対応した

順調 順調 順調 順調 達成

関係機関と連携
を取り、被害者
の立場に立って
相談に対応でき
たため

引き続き、関係機
関と連携を取り、
被害者の立場に
立って相談に対応
していく。

市役所内外の関係機関と連携
を取り、専任の女性相談員がＤ
Ｖ被害者の立場に立って相談に
対応する。

〃 〃

42 人権・男女
共同参画課

女性のための
無料法律相談
会の開催

ＤＶ被害者が無料で法
律相談を受けられるよ
う、女性弁護士による
相談会を開催します。

女性弁護士による相談会を開
催するとともに、在り方を検討し
た

順調 順調 順調 順調 達成

あり方の検討を
行いつつ、確実
に相談会を開催
することができ
たため

新型コロナウイル
ス感染症拡大に伴
う社会情勢の変化
を踏まえ、後期に
おいても継続して
実施することとす
る。ただし、開催時
期については、
ニーズを踏まえて
検討する。

R2年度の実績及び新型コロナ
感染症感染拡大に伴う社会情
勢の変化を踏まえ、年2回を継
続して実施する。なお、ニーズ
を踏まえて開催時期について検
討する。

R3年度の実績及び検
討結果を踏まえ、継続
して実施する。

R4年度の実績及び検
討結果を踏まえ、継続
して実施する。

43 人権・男女
共同参画課

女性のための
相談窓口の周
知

ＤＶ相談が受けられる
窓口として、平塚市女
性のための相談窓口
や県などの窓口につい
て周知します。

ＤＶの相談ができる窓口につい
ての周知をあらゆる機会を通じ
て周知し、窓口をどこか一つで
も知っている市民が増えた

順調 順調 達成 達成 達成

DV相談ができる
窓口についてあ
らゆる機会に幅
広く周知し、相談
窓口をどこか一
つでも知ってい
る市民が増えた
ため

後期においても、
引き続き周知して
いくとともに、DV相
談窓口案内カード
の設置場所の増
やすべく各機関・
民間企業等への
協力依頼を行う。

・ホームページ、広報ひらつか、
配架チラシ、ＤＶ相談窓口案内
カード（公共機関の女性トイレに
設置）で女性のための相談窓口
を周知する。
・DV相談窓口案内カードの設置
場所を新たに検討する。

〃 〃

施策

施策の方向

基本方針

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで

年度毎の達成評価 前期評価 後期事業計画

Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

令和２年度まで

ＤＶの根絶

男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

ＤＶ被害者に対する相談体制の充実

施策の評価(前期)

DVの相談ができる窓口をどこか一
つでも知っている市民の割合　50％

DVの相談ができる窓口をどこか一つでも知っている市民の割合50％を超えた
ため、「達成」と評価できる。
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

7

15

事業の目標

44 人権・男女
共同参画課

ＤＶ被害者の一
時保護やその
後の自立に向
けた支援

県や警察などの関係
機関との連携により、
適切にＤＶ被害者を保
護し、自立に向けて生
活安定のために支援し
ます。

県や警察などの関係機関との
連携により、適切にＤＶ被害者
を保護し、自立に向けて生活安
定のために支援した

順調 順調 順調 順調 達成

一時保護や自立
に向けて、生活
安定のために支
援ができたため

後期も、同様に対
応していく。

県や警察などの関係機関との
連携により、適切にＤＶ被害者
を保護し、自立に向けて生活安
定のために支援する。

〃 〃

46 選挙管理委
員会事務局

選挙人名簿抄
本閲覧等制限
の適切な運用

関係課と連携し、選挙
人名簿抄本閲覧制限
の制度の適切な運用を
行うことで、ＤＶ被害者
の保護を図ります。

選挙人名簿抄本のうちDV被害
者に係る情報については墨消し
を行うなどして、DV被害者の情
報が外部に漏れないように対策
を取った

達成 順調 達成 達成 達成

事業計画に基づ
き、選挙人名簿
抄本閲覧制度の
運用を適切に行
うことができたた
め

前期と同様、関係
課と連携しDV被害
者情報を
外部に漏らすこと
のないよう、抄本
の墨消し等
を行う。

・選挙人名簿抄本のうち、DV被
害者に係る情報の墨消し
・必要に応じ、閲覧申出の拒否
※閲覧の都度、関係課からDV
被害者の情報を受ける。

〃 〃

47 固定資産税
課

各種税証明の
発行制限

ＤＶ被害者の各種税証
明の発行を制限するこ
とにより、ＤＶ被害者の
保護を図ります。

ＤＶ被害者の各種税証明の発
行を制限し、ＤＶ被害者の保護
を図った

順調 順調 順調 順調 達成

事案が発生した
場合に速やかに
被害者の保護を
図ることができ
たため

ＤＶ被害者の保護
を図るため、被害
者から各種税証明
の発行停止申請
があった場合に、
即時停止処理でき
る体制を継続す
る。

各種税証明の発行を制限す
る。

〃 〃

施策

施策の方向

基本方針

後期事業計画

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

市民課45

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

ＤＶ被害者の自立に向けた支援の充実

ＤＶの根絶

男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

関係課や警察等と連携し、被害
者が安心して制度の利用ができ
るよう適切な運用に努めた

ＤＶ被害者の住民票や
戸籍の附票の交付を
制限することにより、Ｄ
Ｖ被害者の保護を図り
ます。

施策の評価(前期)

被害者に応じた適切な支援を実施し
た

被害者に応じた適切な支援を実施したため、「達成」と評価できる。

住民基本台帳
事務における
支援措置

制度を適切に運
用したため

達成順調順調順調順調 〃〃

関係課や警察等に対し連携を
強化できるよう強く協力を求め
ていく。そして被害者が安心し
て過ごせる生活環境を維持でき
るよう制度の適切な運用に努め
る。

引き続き関係各課
や警察等と連携
し、協力を求め支
援を実施していく。
ＤＶ被害者の住民
票や戸籍の附票
の交付制限をする
ことにより、ＤＶ被
害者の保護を図
り、安心して過ご
せる生活環境を維
持できるよう制度
の適切な運用に努
める。
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

48 生活福祉課
生活に困窮す
る人に対する
経済的支援

生活困窮にあるＤＶ被
害者に対し、生活の立
て直し、自立に向け
て、生活保護制度によ
る経済的支援をしま
す。

ＤＶ被害者が、1日でも早く安心
して生活できるよう経済的に支
援した

順調 順調 順調 順調 達成

DV被害者から
の生活保護申請
に対し迅速な対
応を行ったため

DV被害者からの
生活保護申請に
対し迅速な対応を
する。

ＤＶ被害者からの生活保護申請
に対し迅速な対応をする。

〃 〃

49 生活福祉課
生活保護受給
者の自立に向
けた支援

就労支援のため就労
支援員を配置し、自立
支援の組織的対応を
図ります。また、ハロー
ワークと連携して「生活
保護受給者等就労自
立促進事業」を実施
し、個々の対象者の状
況、ニーズ等に応じた
就労を支援します。

生活保護受給者への就労斡旋
をハローワークと連携して実施
し、就労者数を増やした

順調 順調 順調 順調 達成
就労斡旋を実施
し、就労者数を
増やしたため

生活保護受給者
への就労斡旋をハ
ローワークと連携
して実施し、就労
者数を増やす。

・就労支援員による生活保護受
給者への就労支援
就労支援員とハローワークとの
定例会実施
・平塚公共職業安定所地域生
活保護受給者等就労自立促進
事業協議会参加

〃 〃

50 建築住宅課
ＤＶ被害者の市
営住宅申込資
格の緩和

ＤＶ被害者のため市営
住宅の入居に配慮し、
申込資格の緩和を実
施します。

被害者の市営住宅入居申込資
格の緩和を継続した

達成 順調 順調 順調 達成

市営住宅の入居
者募集において
申込資格の緩和
を図ることができ
たため

次年度も引き続
き、被害者の市営
住宅申込資格の
緩和を図る。

被害者の市営住宅入居申込資
格の緩和を図ります。

〃 〃

Ｒ１ Ｒ２ 達成評価事業概要 令和２年度まで 評価の理由

年度毎の達成評価 前期評価

事業No 担当課 事業 Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｒ３Ｈ２９ Ｈ３０

後期事業計画
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

保育課

被害者の保護を図るため、居住
地に住民登録ができない場合
でも保育所等への入所手続等
ができるように配慮した

順調 順調 順調 順調 達成

関係機関と連携
を図りながら、被
害者の保護に配
慮した保育を支
援することがで
きたため

今後も引き続き、
関係機関と連携を
図りながら、被害
者の保護に配慮し
た保育を支援して
いく。

保育所等の入所手続等の実施 〃 〃

こども家庭
課

被害者の保護のため、居住地
に住民登録ができない場合でも
手続等ができるように配慮をし
た

達成 順調 順調 順調 達成
手続きの実施が
できたため

引き続き、居住地
に住民登録ができ
ない場合でも手続
きができるように
配慮し、DV被害者
の保護を図る。

児童手当の受給、小児医療証
の交付等の手続の実施

〃 〃

保険年金課
被害者に応じた適切な支援を実
施した

順調 順調 順調 順調 達成
適切に対応でき
たため

継続して適切な対
応に努めていく。

被害者に応じた適切な支援を
実施する。

〃 〃

健康課

被害者の保護のため、居住地
に住民登録ができない場合でも
手続等ができるように配慮をし
た

順調 順調 順調 順調 達成
実施できるよう
対応したため

要望に沿って対応
していく。

被害者の保護のため、居住地
に住民登録ができない場合でも
手続等ができるように配慮をす
る。

〃 〃

学務課
被害者の状況に応じ適切に支
援した

順調 順調 順調 順調 達成

支援を必要とす
る方に対して適
切な支援を実施
してきており、対
応を全くしなかっ
たという事例は
無いため

引き続き、支援を
必要とされる方へ
適切な支援を実施
していく。

支援を必要とされる方に適切な
支援を実施する。

〃 〃

52 人権・男女
共同参画課

「平塚市ＤＶ防
止等ネットワー
ク会議」の開催

ＤＶの防止及びＤＶ被
害者への円滑な対応と
支援のため、市役所内
外の関係機関で構成
するネットワーク会議を
開催します。

被害者に応じた適切な支援を実
施するためのネットワークとなる
よう、会議を実施した

達成 順調 遅滞 順調 達成

新型コロナウイ
ルス蔓延防止策
を取り開催でき
なかった令和元
年度を除き、会
議を開催したた
め

後期においても、
開催時期の検討を
続ける。開催した
場合、関係機関と
情報交換を行って
いく。

・平塚市ＤＶ防止等ネットワーク
会議を開催する。
・開催時期や方法について検討
する。

〃 〃

後期事業計画

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応

51
ＤＶ被害者の各
種手続等への
配慮

次の事項について、居
住地に住民登録ができ
ない場合でも手続等が
できるよう配慮すること
により、ＤＶ被害者の保
護を図ります。
・保育所等への入所
・児童手当の受給、小
児医療証の交付等
・国民健康保険への加
入等
・検診（健診）及び予防
接種等の実施
・市立小中学校への入
学及び転校等
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

7

16

事業の目標

53 文化・交流
課

外国につながり
のある市民へ
の啓発

国際交流イベント等の
市民が集まる場におい
て、外国につながりの
ある市民を含めた幅広
い世代の方へＤＶ防止
等のちらしを配架・配
布することにより情報
提供し、ＤＶの防止に
つなげます。

外国籍市民が多く集まる関係団
体主催等イベントにおいて、外
国籍市民に対してＤＶ防止、相
談窓口等の多言語のちらしを配
布することで情報提供を継続さ
せ、暴力排除につなげた

達成 順調 順調 ― 達成

外国籍市民が多
く集まるイベント
において多言語
で情報提供をす
ることができたた
め

引き続き、外国籍
市民が多く集まる
イベントにおいて
啓発活動を実施
し、多言語で情報
提供をしていく。

国際交流イベントにおいてＤＶ
防止及び相談窓口、人権啓発
等の多言語のちらしを配布しな
がら、外国籍市民に情報提供
する。

〃 〃

54 人権・男女
共同参画課

学校でのデート
ＤＶ防止講座の
開催

市内の中学校で、生徒
や教員に対しデートＤ
Ｖ防止講座を開催しま
す。

デートＤＶ防止講座を開催し、
デートＤＶを理解し相談窓口を
知った生徒数が増えた
　中学校8校、高等学校4校で開
催した

順調 順調 順調 順調 達成

目標（延べ12校）
を上回る延べ15
校において、実
施できたため

後期においても、
希望が多い中学
校で実施していく。
特に、未実施の中
学校を優先的に実
施するため、呼び
かけをしていく。

デートＤＶ防止講座の開催（未
実施の中学校が中心）
※理解度のアンケートを実施

〃 〃

55 人権・男女
共同参画課

新成人への
デートＤＶ防止
の啓発

新成人へリーフレットを
送付し、デートＤＶ防止
を啓発します。

デートＤＶ、ＤＶについて理解す
る人が増加した

順調 順調 順調 遅滞 達成

新型コロナウィ
ルスの影響で配
布ができなかっ
た令和２年度を
除き、デートＤＶ
や相談窓口を記
載したリーフレッ
トを送付し、デー
トＤＶ、ＤＶにつ
いて理解する人
が増加したため

後期においても送
付方法について、
リーフレットの効果
的な配布と郵送料
削減の関連から青
少年課及び行政
総務課と協議す
る。

新成人へリーフレットの中で
デートＤＶとはどういうものか、
デートＤＶやＤＶの相談窓口を
記載。リーフレットが効果的な
啓発になるよう、青少年課と検
討する。

〃 〃

56
人権・男女
共同参画課

「女性に対する
暴力をなくす運
動」期間におけ
る周知、啓発

「女性に対する暴力を
なくす運動」の期間（毎
年11月12日から25日ま
での2週間）に、ＤＶ防
止を周知し、啓発しま
す。

ＤＶについて理解する人が増加
した

順調 順調 順調 順調 達成

パネル展開催、
チラシ配架、
パープル・ライト
アップ等を実施
し、DVについて
理解する人が増
加したため

引き続き後期にお
いても、パネル展
の開催、パープル
ライトアップの実施
と併せて、性暴力
被害者支援団体
等との連携も検討
していく。

・ＤＶや犯罪被害等についての
パネル展、パープル・ライトアッ
プの実施
・相談窓口のチラシを配架
・犯罪被害者支援団体等との連
携を検討する。

〃 〃

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

年度毎の達成評価 前期評価 後期事業計画

施策

施策の方向

基本方針 男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

ＤＶ防止のための啓発

ＤＶの根絶

施策の評価(前期)

講座等に参加して、ＤＶについて理
解する人が増加した
ＤＶの相談ができる窓口をどこか一
つでも知っている市民の割合　50％

講座等に参加して、ＤＶについて理解する人が増加し、ＤＶの相談ができる窓口
をどこか一つでも知っている市民の割合50％を超えたため、「達成」と評価でき
る。
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

8

17

事業の目標

57 職員課
市役所でのハ
ラスメント防止
の啓発

ハラスメントの防止に
向けて職員へ啓発しま
す。

ハラスメントの防止に向けて職
員へ啓発した

順調 順調 順調 達成 達成
新たな要綱やガ
イドラインを策定
し、周知したため

前期と同様の取組
を進めていくととも
に、より効果的な
周知方法について
検討していく。

ハラスメントについて正しい理
解をするよう啓発を行う。

〃 〃

58 教職員課
学校でのハラス
メント防止の啓
発

ハラスメントの防止に
向けて教職員へ啓発し
ます。

平塚市立小・中学校の各校にお
いて、教職員向けに研修を実施
をするよう、校長に年1回以上依
頼した

順調 順調 順調 順調 達成

研修を実施をす
るよう、年1回以
上校長に依頼し
たため

社会の変化に合
わせ内容の向上を
図りつつ継続して
取り組んでいく。

5月にいじめ等学校事故防止一
斉点検等の実施を依頼する。そ
の中でセクシャル・ハラスメント
等の防止の自己点検と、研修
の実施を依頼する。

〃 〃

59 病院総務課
市民病院での
ハラスメント防
止の啓発

ハラスメントの防止に
向けて市民病院職員
へ啓発します。

ハラスメントの防止のため、ハラ
スメントに関する情報を外部か
ら収集し、当院職員へ院内ポー
タル掲示板等を用いて啓発した

順調 順調 順調 順調 達成

ハラスメント防止
のため、継続し
て啓発を行って
いるため

ハラスメントの防
止のため、ハラス
メントに関する情
報を外部から収集
し、当院職員へ院
内ポータル掲示板
等を用いて啓発す
る。

外部でのハラスメントの実例や
防止の取組等を情報収集し、院
内ポータルの掲示板を用いて
当院職員に情報提供し、ハラス
メントの防止の啓発をする。

〃 〃

60 産業振興課
事業所でのハ
ラスメント防止
の啓発

機関紙を活用して事業
所に対して啓発すると
ともに、かながわ労働
センター湘南支所と連
携し、労働相談を実施
します。

情報誌「勤労ひらつか」を活用
し、相談窓口等の情報を発信し
た

順調 順調 順調 順調 達成

「勤労ひらつか」
等を通じて、関
係情報を発信し
たため

今後も引き続き労
働相談等の関係
情報を発信してい
く。

情報誌「勤労ひらつか」を活用
してハラスメント防止等に関す
る情報を提供するとともに、か
ながわ労働センター湘南支所と
連携して労働相談を実施する。

〃 〃

Ｒ３ Ｒ４

施策

施策の方向

基本方針

年度毎の達成評価 前期評価

ハラスメント防止のための啓発

心身の健康支援と性に関する理解の促進

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ５
後期への対応

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

ハラスメント防止の啓発を、毎年内
容を向上させて実施した

ハラスメント防止の啓発を、毎年内容を向上させて実施したため、「達成」と評
価できる。

後期事業計画
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

8

18

事業の目標

61 こども家庭
課

家庭児童相談
等の実施

児童虐待等について、
関係機関と連携して相
談業務や防止対策を
行います。

「平塚市児童虐待防止等ネット
ワーク協議会」を通じて関係機
関と連携を図って支援した

順調 順調 順調 順調 達成
予定どおり協議
会が開催できた
ため

協議会をより意義
あるものとするた
め、開催回数や内
容について検討を
する。

関係機関と連携を図るため「平
塚市児童虐待防止等ネットワー
ク協議会」を開催する。

〃 〃

62
障がい福祉
課

障がい者の権
利擁護推進

障がい者の生活上の
様々な課題について、
個別相談支援により解
決を図ります。また、相
談支援の対応力を高
めるために、相談支援
事業所職員のスキル
アップを図ります。

障がい者の生活上の様々な課
題に的確に対応するため、相談
支援事業所職員のスキルアップ
を図った

順調 順調 順調 遅滞 達成

相談支援事業所
職員のスキル
アップを図れた
ため

障がい者の生活
上の様々な課題に
対応できるように
研修によるスキル
アップを図ってい
く。

権利擁護推進のため虐待防止
法関連の研修会等を行う。

〃 〃

後期事業計画

事業概要 令和２年度まで Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５評価の理由

〃63

事業No 担当課 事業

年度毎の達成評価

後期への対応

施策

施策の方向

基本方針

Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価

高齢福祉課 順調順調順調
成年後見制度の普及啓発、利
用促進を継続した

〃

・市民と専門職向けに権利擁護
講演会を開催する。
・成年後見制度が必要な方につ
いて、成年後見調整会議にて
市長申立を検討する。
・地域包括支援センターの社会
福祉士の権利擁護の技術向上
を図る。
・エンディングノート等を活用し、
終末期の活動の支援を行う。

成年後見制度制
度の普及啓発、利
用促進の継続をす
るとともに、任意後
見人制度の利用
促進を図っていく。

令和2年度は、
新型コロナウィ
ルスの感染拡大
防止のため、権
利擁護講演会は
実施していな
い。平成29年度
から令和元年度
は、実施するこ
とが出来てお
り、高齢者の権
利擁護の周知が
進んでいるため

達成遅滞

判断力の低下により権
利侵害を受けている又
はその可能性のある高
齢者に対し、権利擁護
の視点に立った相談支
援、日常生活自立支援
事業の利用促進、成年
後見制度の情報提供
及び利用相談により、
自己決定に基づいた本
人らしい生活を支援
し、安心して暮らし続け
られるよう支援します。

高齢者の権利
擁護推進

児童、障がい者、高齢者に対する暴力の防止

心身の健康支援と性に関する理解の促進

男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進
実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで 施策の評価(前期)

虐待防止の取組が進んだ 虐待防止の取組が進んだため、「達成」と評価できる。

前期評価
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

〃〃

・高齢者虐待の通報を受け、必
要があればやむを得ない事由
による措置にて緊急保護などの
対応を行う。
・平塚市高齢者及び障がい者
虐待防止等ネットワーク協議会
にて関係機関との連携強化を
図る。
・地域包括支援センターの高齢
者虐待対応の技術向上を図
る。

高齢者虐待防止
体制の整備を推進
し、高齢者虐待の
防止、早期発見を
するため市民への
普及啓発活動を行
うとともに、虐待発
生時の早期対応・
解決が出来る体制
の継続をする。

令和2年度は、
新型コロナウィ
ルスの感染拡大
防止のため、虐
待防止等ネット
ワーク協議会が
前期は中止、後
期は書面開催と
なっている。平
成29年度から令
和元年度は、年
に2回開催する
ことが出来てお
り、虐待対応や
予防を図ること
が出来たため

達成順調順調

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
評価の理由 Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

順調順調
高齢者虐待予防のための体制
整備を図った

高齢者虐待防止体制
の整備を推進し、高齢
者虐待の防止、早期発
見をするため市民への
普及活動を行うととも
に、虐待発生時の早期
対応・解決ができる体
制づくりを行います。

高齢者虐待防
止のための取
組

高齢福祉課64

事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２

後期事業計画

達成評価
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

3

8

19

事業の目標

65 健康課
妊産婦への支
援

妊婦健診、妊婦歯科検
診、妊産婦訪問、産後
ケア事業、産前・産後
サポート事業、特定不
妊治療費の助成、など
を通して、健やかな妊
娠・出産・産後を支援し
ます。

特定不妊治療費の助成、妊婦
健診、妊婦歯科検診、妊産婦訪
問などを継続実施するととも
に、「ネウボラルームはぐくみ」
にて全妊婦に対して、面接・相
談を実施した

順調 順調 順調 順調 達成
実施できるよう
対応したため

現在の取組を継続
していく。

全妊婦に対する面接や相談を
通じて健康支援をする。

〃 〃

67.1 教育指導課
学校教育にお
ける性教育、健
康教育の実施

小中学生の性に関す
る正しい知識や、薬
物、喫煙等による健康
被害の理解を深めるた
めに、保健体育の授業
や学級活動において健
康教育を計画的に実
施します。

各小中学校において、心の健康
やけがの防止、病気の予防、心
身の発育・発達に関する指導を
通して、心とからだを大切にす
る教育に取り組んだ

達成 順調 順調 順調 達成
全ての小中学校
で取り組んだた
め

引き続き事業を実
施する。

各小中学校において、心の健
康やけがの防止、病気の予防、
心身の発育・発達に関する指導
を通して、心とからだを大切に
する教育に取り組む。

〃 〃

67.2 健康課
学校教育にお
ける性教育、健
康教育の実施

学校からの依頼に応
じ、思春期教室を開催
します。

命のつながり、第二次性徴で変
化する男女の身体や妊娠の仕
組み、性感染症などについて講
義や体験授業を行い、自分自
身や相手を思いやる事の大切
さを伝えた（市立中学校10校）

順調 順調 順調 順調 達成
10校以上実施し
たため

望まない妊娠の防
止、感染症対策と
して、現在の取組
を継続していく。

市立中学校全体へ出張講座に
ついての案内を行い、学校から
の依頼に応じて思春期教室を
開催する。また、思春期連絡会
において周知を行う。

〃 〃

Ｒ４ Ｒ５Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ 達成評価 評価の理由

施策

施策の方向

基本方針

事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３

実施した
事業を評
価するた
めの基準

令和２年度まで

後期事業計画

事業No 担当課

順調
受動喫煙防止のキャンペーン、
がん検診受診率の向上・健康
相談の実施

喫煙予防、がん検診の
受診勧奨、ライフス
テージに応じた健康相
談等の健康増進事業
を実施します。

健康増進事業
の実施

健康課66

感染に配慮しなが
ら、時代に即した
適正な健康情報を
発信し、市民の要
望に応じた健康相
談を実施する。

社会情勢や国か
らの情報発信、
市民の状況を総
合的に判断し、
可能なツールを
活用して情報を
発信した。健康
相談は感染リス
クに配慮して実
施したため

達成順調順調順調

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応

〃〃

①受動喫煙防止に関する普及
啓発を行う。（新型コロナウイル
スの感染状況により実施の変
更あり）
②保健センターにおいて電話や
来所（予約制）の相談を継続す
る。
③がん検診チェックサイトなどを
活用しがんに関する知識の普
及啓発を行う。
④包括連携協定企業と協働で
がん検診や若年女性の栄養不
足の解消等の普及啓発を行う。

施策の評価(前期)

講座等に参加し、男女それぞれの
身体の違いと健康上の問題に関す
る理解を通して健康支援を受けた人
が、平成28年度よりも増加した

講座等に参加し、男女それぞれの身体の違いと健康上の問題に関する理解を
通して健康支援を受けた人が、平成28年度よりも増加したため、「達成」と評価
できる。生涯を通じた健康支援

心身の健康支援と性に関する理解の促進

男女の心とからだを大切にする環境づくりの推進
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ひらつか男女共同参画プラン２０１７　前期評価（案）

事業の目標

69 福祉総務課

保健福祉総合
相談・くらしサ
ポート相談での
相談対応

生活・仕事・病気のこと
など、様々な悩みや困
りごとの相談に寄り添
い、一緒に考え支援し
ます。

関係各課、関係機関と連携を図
りながら相談対応を行った

順調 順調 順調 順調 達成

関係各課（機関）
と連携して相談
対応を行うこと
ができたため

引き続き様々な関
係各課（機関）と連
携して様々な相談
に対応していく。

関係各課、関係機関と連携を図
りながら様々な悩みや困りごと
の相談対応を行う。また、必要
に応じてアウトリーチ（訪問等）
の相談対応も行う。

〃 〃

Ｒ４ Ｒ５事業No 担当課 事業 事業概要 令和２年度まで Ｒ３

後期事業計画

Ｒ２ 達成評価 評価の理由

順調
自殺に関する総合的対策を継
続的に実施した

誰も自殺に追い込まれ
ることのない社会を実
現するため、市民への
啓発、悩みや困りごと
を抱えている人に気づ
き、声をかけ、話を聞
き、適切な支援へつな
ぐ「ゲートキーパー」の
養成など、総合的な自
殺対策を推進します。

自殺対策事業
の実施

福祉総務課68 〃〃

各種普及啓発の実施と人材育
成を行い、自殺対策に努める。
①相談窓口リーフレット配布
②メンタルヘルスチェック「ここ
ろの体温計」サービスの提供
③命の尊さの普及啓発（協働事
業）
④ゲートキーパー（※）養成研
修の実施
⑤生き方・命の大切さを学ぶ講
演会の実施
※悩んでいる人に気づき、声を
かけ、話を聞いて、必要な支援
につなげ、見守る人

新型コロナウイル
ス感染症の状況を
みながら、対策を
講じた上で事業を
実施していく。

計画５事業を実
施することがで
きたため

達成遅滞順調順調

年度毎の達成評価 前期評価

後期への対応
Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１
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